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全国大会実行委員長

石 井 文 夫

皆さんこんにちは。第 45 回全国大会は

2004 年以来８年ぶりに千葉で開催され

ます。

今回は、2012 年８月４日（土）にディ

ズニーリゾートにありますシェラトン・

グランデ・トーキョーベイ・ホテルで行

いますので、皆さんご家族でご参加いた

だきディズニーリゾートで夢の世界を楽

しんで下さい。

また、宿泊もシェラトン・グランデ・

トーキョーベイ・ホテルに泊まれるよう

手配しておりますが、部屋数に限りがあ

りますので宿泊の案内が届きましたらお

早めの申し込みをお願いいたします。

なお、浦安は液状化現象によりかなり

の被害が出ておりますが、千葉県や浦安

市が復興に向けて修復を行っておりま

す。まだまだ完全には復旧しておりませ

んが、ディズニーリゾート周辺はほぼ修

復が完了しておりますので、皆さんご家

族で楽しんでいただけることと思います。

さて大会の基調講演には、Make a

wish of Japan 事務局長の大野寿子様に

お願いし『夢に向かって一緒に走ろう』〜

難病の子供たちから学んだこと〜をテー

マに講演を行っていただきます。大野寿

子様は難病とたたかっている子供たちの

夢をかなえ、生きる力や病気と闘う勇気

を持ってもらいたいと願って難病の子供

たちと向き合ってきた方であり、今回の

講演で「子供たちには夢を　我々税理士

には新しい未来を」持っていただきたく

講演をお願いしました。

総会は皆様に貴重な意見をいただける

重要な場であると考えておりますので、

総会においては全国青税のより良い発展

のため多くの意見をいただき未来に向か

える素晴らしい総会になればと思ってお

ります。

ディズニーリゾートで楽しいひととき

をお過ごし下さい。

千葉大会実行委員長挨拶

千葉大会のご案内 P.11〜12



会 長 退 任 挨 拶

１．はじめに

全国青年税理士連盟会員のみ

なさまにおかれましては、ます

ますご清祥のこととお喜び申し

上げます。平素は、全青活動に深

いご理解とご協力を賜り、この

場をお借りして厚く御礼申し上

げます。

昨年８月に神戸の地で会長に

就任して以来、早くも１年が経

とうとしており、退任の挨拶を

書かせていただく時期となりま

した。執行部のみなさまを中心

にご協力いただき、これまで全

力で取り組んできたものの、一

年前に思い描いたそのすべてが

達成できたとは到底言えないと

思っておりますので、この状況

で次期にバトンを渡すことに少

なからず心残りに感じるところ

はあります。

しかし、ここでひとつの区切

りとなりますので、この一年間

取り組んできた事業の詳細につ

いては総会議案書にてご報告さ

せていただきますが、主な事業

とそれに対する思いを書かせて

いただければと思います。

２．税理士法の改正に
ついて

税理士法改正については、17

項目からなる税理士法改正（案）

をベースに昨年６月から日税連

と国税庁等との勉強会がスター

トしましたが、勉強会内部での

検討内容や議論の方向性につい

ては本稿執筆時点まで公表され

ませんでした。そのため、税理士

法改正に対してどのように行動

すれば良いのか、その対応に苦

慮した一年間でした。

全青としての次期改正に向け

ての方向性は、一昨年３月に提

出した「『税理士法改正に関する

ＰＴによるタタキ台』に対する

意見書」が基本となりますが、こ

の思いが達成されるのかを見届

けることなく退任の日を迎えよ

うとしていることに、忸怩たる

思いがします。

17 項目にはその重要度にお

いてかなり開きのある項目が混

在していますが、17 項目をベー

スとするならば今回の改正のキ

モは「資格取得にメスを入れら

れるか否か」にあることは言う

までもありません。隣接職種の

試験制度が変更されたあとの最

初の税理士法改正であるからこ

そ、今回の改正の意味は大きく、

ここで手当てされなければ将来

の改正で手当てすることは困難

であると思っています。

税理士制度が納税者の信頼に

応えるためには、税理士という

職業集団がある一定水準以上の

資質を有した者の集団として用

意しておく必要があります。そ

のためには資質の検証が正確に

なされることが必須であり、税

理士法第６条の規定を待つまで

もなくそのことを目的としてい

るのが税理士試験であることか

ら、資格の入り口において本来

的には全ての税理士が共通の試

験をクリアしていることが好ま

しいことは言うまでもありませ

ん。

海外に目を移すとＴＰＰへの

参加や日中韓ＦＴＡの合意が紙

面をにぎわせています。これら

が日本の税理士制度に与える影

響についても今後注視し検討さ

れるべきかと思います。検討に

際して重要なポイントは、海外

で税務サービスを営んでいる者

が日本で活動出来るようになる

のか、その場合の資質の検証方

法はどのように確保されるの

か、納税者の権利は十分に擁護

され得るのかといった視点のほ

か、自らの関与先を含めた中小

企業に与える影響も検討の柱と

して据えておく必要があるので

しょう。

これら国内及び海外の状況を

踏まえながら次期の改正は行わ

れねばならないところ、次期税

会 長 退 任 挨 拶
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理士法改正については、来年の

通常国会での法案上程を目標に

していると聞き及んでいます。

納税者にとって、税理士にと

って、そしてこれから税理士を

目指そうとする次代の税理士に

とって魅力ある税理士制度とな

ることを願ってやみません。

３．納税者権利憲章の
制定見送りについて

昨年 10 月に「納税者権利憲章

見送り」との新聞記事でこの事

実を知りました。それまでの間、

納税者権利憲章の制定とそれと

同時に整備されようとしていた

税務調査関連手続きについて、

問題点を含んでいるものの、全

青としてはこの憲章をより納税

者の立場に立った実効性のある

ものにするように修正すべき点

を要望書にまとめて提出してき

ました。

しかし納税者権利憲章が見送

られると、課税庁側の権限、特に

税務調査権限が強化される部分

だけが残ることになることか

ら、一度ご破算にして廃案を求

める要望書を提出するととも

に、ＴＣフォーラムによる国会

内集会にも参加して意見を申し

述べてきました。今回の国税通

則法改正にあたっては、税務調

査関連手続きについて「従来の

取り扱いを単に法文化しただ

け」との説明の下に改正が行わ

れましたが、例えば「帳簿書類等

の提示・提出（罰則付）」に代表

されるように、そもそも納税者

が「協力」している対応を、さも

当然であるかのごとく「法制化」

するなど、従来の取り扱いを超

える負担を納税者に強いる内容

を含んでいます。このような調

査関連手続きで本当に納税者の

権利を擁護出来るのか、危惧を

感じずにはおれません。

改正国税通則法の調査関連手

続きについて、その適用は来年

１月に実施される調査から適用

がありますが、今後の運用次第

では国税通則法の改正を粘り強

く訴えていく必要があると思い

ます。

４．税制改正について

今年度は例年以上の時間を割

いて法対策部及び理事会で税制

改正に関する議論をし、重点要

望項目として「納税者権利憲章

の制定」「税務調査における適正

な手続き規定の確立」「消費税率

の安易な引き上げに対する反

対」の３項目を含む全 48 項目に

及ぶ「平成 25 年度　税制改正に

関する要望書」を提出しました。

特に消費税についてはその逆

進性もさることながら「転嫁が

保証されていない」ことに問題

点を多くはらんでいます。大企

業に比して価格決定力の弱い中

小企業にとっては、消費税率引

き上げが行われた際に税率アッ

プ分を価格に転嫁できない可能

性が高く、消費税アップはその

まま「値引き」していることにな

らざるを得ず、まさに死活問題

になります。「2015 年には 10％」

との報道もされているなかで、

歳入歳出の見直しや合理化は当

然のことですが「消費税率アッ

プをする前に、まずすることが

ある」の中には、これら消費税の

持つ宿命の解決も不可欠となり

ます。

５．韓国税務士考試会
との勉強会及び
総会出席について

韓国税務士考試会との勉強会

はオープン形式となって２回目

となりました。９月に「日韓の税

理士事務所の現状」をテーマに

ソウル市で開催され、私も国際

部のみなさんとともに講師をさ

せていただきました。私は日本

の税理士事務所の業務について

説明させていただきましたが、

興味が高かったせいか質疑が途

切れることはなく、当初予定し

ていた時間を延長して対応しま

した。これには近畿青年税理士

連盟大阪支部が支部旅行として

ご参加いただき、懇親会まで多

数の出席をいただきました。

また、11 月には総会が釜山市

で行われたことからこれに出席

し、挨拶をさせていただきまし

た。このときは現地滞在時間が

理事会前に実施している常務理事会の風景



会 長 退 任 挨 拶

わずか 24 時間程度のタイトな

スケジュールでしたが、夜遅く

まで韓国税務士考試会のみなさ

んと懇親をさせていただきまし

た。楽しいひと時でした。

韓国税務士考試会とは今後も

発展的な友好が築いていけるこ

とを願っています。

また、一昨年計画されていた

ドイツ研修旅行が、アイスラン

ドの噴火のため直前に中止とな

ってしまいましたが、韓国以外

にも税理士制度を持つ国とも交

流等をしていければと思います

し、それが出来るのは全青だけ

ではないでしょうか。

６．東日本大震災の
被災者支援について

昨年発生した東日本大震災は

原発事故も含めて甚大な被害を

及ぼしており、一日も早い復

旧・復興が望まれているところ

です。これに対して、全青として

も長期的な体制での支援活動を

行っていく必要があるため、特

別委員会を設置して対応にあた

ってきました。昨年６月に片山

前会長らとともに被災地視察と

して石巻市を訪れて以来、この

復旧のために全青会長だからと

いうわけではなく、一税理士と

して、一日本人として何が出来

るのかを自問した一年間だった

のではないかと思います。

３月上旬には大槌町での法律

相談会場にて税務相談を行うほ

か、仮設住宅と仮設店舗を戸別

訪問させていただきました。被

災者の方と直接お話し、何が足

りていないのかを感じた気がし

ます。

そして、５月の松島理事会の

際に南三陸町を訪れ、多くの理

事会メンバーに被災地の現状を

見てもらいました。都市部では

既に復旧したと感じられるとこ

ろも多いですが、沿岸部に目を

移すと瓦礫の山や、基礎を残し

て建物がなくなっている光景、

塩害で作付けが出来ていない田

が目に入ります。被災地をニュ

ースや新聞等で見聞きするの

と、実際にその場に立って空気

に触れるのとでは感じる印象に

雲泥の差があります。この場に

多くの理事会メンバーにご同行

いただけたことで、今後の支援

体制の構築のために認識の共有

が出来たものと信じています。

また、人を出すことも重要で

すが、復興財源の問題も含めて

意見表明していけることはない

のか、今後も引き続き検討する

必要があろうかと思います。

７．結びにあたり

私は平成 12 年に税理士登録

をしてすぐに東京青税に入会し

ましたので、私にとって青税は

税理士人生とともにあったとい

えます。そして今年度、全青会長

という注目され責任のある立場

に立たせていただき、プレッシ

ャーを感じると同時に多くの方

から支えていただいていること

を改めて実感しました。多くの

方に「市木さんが会長だから」と

協力していただいたり「一年間

がんばって」と声をかけていた

だいたり、その友情を実感でき

たことが、何ものにも換え難い

財産だと思っています。

全青として活動していくなか

で、一人では何も出来ず、執行部

を始め多くのみなさまに協力し

ていただく必要がありますが、

幸いにも多くの方にお支えいた

だくことが出来ました。自分は

一人ではない、と改めて感じさ

せていただきました。私を会長

として一年間ご協力いただいた

執行部及び理事のみなさま、そ

してあらゆる場面で暖かい声を

かけていただき事業をご支援い

ただいた会員のみなさまに対し

まして、心から感謝申し上げま

す。

間もなく産声を上げる次期執

行部もまた新たな情熱を持って

スタートすることになります。

最後になりましたが、次期執行

部に対しましても、倍旧のご支

援を賜りますことをお願い申し

上げ、退任の挨拶とさせていた

だきます。

一年間ありがとうございまし

た。

大槌町での法律相談を行ったメンバー
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えて述べさせていただきます。

なお、この原稿執筆は６月初旬

であり、任期である８月４日の

定時総会までの間に新たな動き

があるかもしれませんが、その

際はご容赦願います。

２．納税環境整備について

（1）納税者権利憲章の制定等国

税通則法の改正について

平成 23 年度税制改正大綱や

平成 23 年１月 25 日国会提出の

改正法案は、理由附記の実施や

更正の請求期間の延長など、部

分的には良い方向での改正もあ

りましたが、全体として納税者

主権を基礎とする納税環境整備

の考え方とは相反する内容とな

っていたため、当連盟としては

見直しの必要性がある旨を日税

連宛「平成 24 年度税制改正に関

する要望書」等で訴えてきまし

た。

政府は、平成 23 年度税制改正

法案を分離し、この納税者権利

憲章の制定等国税通則法の抜本

改正については積み残し項目と

して継続審議をしていたとこ

ろ、第３次補正予算関連法案と

併せて納税者権利憲章の制定

等、納税者の権利を強化する改

正を見送り、逆に税務調査にお

ける帳簿書類等の物件の提示・

提出や、提出された物件の留置

き規定など、納税者に対する義

務を強化する条項は残すことと

する国税通則法修正法案を平成

23 年 10 月 28 日に国会に提出

１．はじめに

本年度の法対策部には、税制

対策委員会（田村委員長）、納税

環境整備委員会（沖本委員長）、

税理士制度対策委員会（池田委

員長）の３委員会を設置し、全国

青税の活動目的である「国民の

ための税理士制度の確立」、国民

のための租税制度の改善」のた

め、当連盟としての意見を取り

まとめ、関係機関へ提言等を行

ってきました。これらの提出し

た意見書や要望書等について

は、意見を周知するべくホーム

ページに掲載しております。

この在任期間中における法対

策部所掌事項の主なトピックと

しては、納税環境整備に関連す

る事項として納税者権利憲章の

制定等を見送った国税通則法改

正となったこと、税理士法改正

に関連する事項として「税理士

法改正に関する意見（案）」に基

づき、日税連、国税庁及び財務省

主税局との税理士法に関する勉

強会での議論が本格化したこ

と、また、隣接資格業団体による

税理士法改正への反対署名運動

が展開されたことがあります。

本年度の法対策部の活動は、

このような制度問題に関わる諸

問題を注視するとともに、意見

書や要望書等の作成、提出を主

として行ってきましたので、こ

こで、提出に至った経緯や当連

盟の主張の要旨、当時及び現在

における状況等につき私見を交

法対情報

し、その後成立となりました。

当連盟は、この法案について、

政府に対する国民の期待と信頼

を反故にする「改悪」法案で、一

旦、廃案にすべきであり、納税者

主権の確立の観点から改めて納

税者権利憲章の制定を強く求め

るとの立場から反対意見表明書

を急遽作成するとともに、要望

書を日税連に提出することとし

ました。この納税者権利憲章の

制定については、本年度とりま

とめた平成 25 年度税制改正に

関する要望書の重点要望項目と

しても採り上げており、今後引

き続き、適正な手続規定の確立

と関連して早期制定を求めてい

く必要があると考えます。

（2）改正後の国税通則法（税務調

査手続等関係）について

平成 23 年度税制改正におい

て審議されてきた国税通則法の

抜本改正は、結局「経済社会の構

造の構築を図るための所得税法

等の一部を改正する法律」とし

て、平成 23 年 11 月 30 日に成立

しました。これにより平成 25 年

１月１日以後、事前通知、是認通

知、調査結果の説明、再調査、納

税者等から提出された物件の留

置き、帳簿書類等の「提示」「提

出」など、税務調査手続が部分的

に法定化されるとともに全ての

処分の理由附記が実施されるこ

とになりました。

この件につき、本年３月 23 日

の日税連理事会傍聴にて、国税

庁では、平成 25 年１月からの施

法対策部より活動報告
法対策部部長　福 島 重 典（近畿）
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より行われました。そこで、当連

盟としては納税者主権の観点か

ら、権利救済制度の多様性を図

り、救済を得るための負担を極

力軽減するよう配慮された制度

でなければならないとのスタン

スから、検討チームが打ち出し

ている異議申し立ての廃止と審

査請求への一本化ではなく、現

行の異議申立て、審査請求を経

た後でなければ提訴できないと

いう「不服申立前置主義の強制」

を廃止し、納税者の選択制とす

べきであるとの意見を提出しま

した。

また、同年 11 月１日には「行

政不服申立制度の改革方針に関

する論点整理（第３版）」が公表

され、年内のチーム取りまとめ

の公表に向けて必要に応じワー

キンググループを開催し、関係

府省等に対してヒアリングを行

う方針が示されたため、過去に

おいて関係団体としてヒアリン

グを受けた日税連に対し、当連

盟と意見の相違がある項目を中

心に意見書を提出しました。

国税不服審判所は、公平性の

観点から、国税庁から独立した

第三者機関とすることが重要で

あり、それとともに審判官が任

期終了後に国税庁に戻る人事を

止めることが改革の第一歩です。

この国税の不服申立手続きを含

む行政不服申立制度の改革につ

いては、できる限り早期に、法所

管省を中心に法制化作業を進め

るとのことであるため、今後も

引き続き政府の動向を注視する

必要があるものと考えます。

３．税理士法改正について

（1）税理士法制定の経緯につい

て

税理士法改正については、非

公開で行われている日税連と国

税庁及び財務省主税局との勉強

会での議論に委ねられており、

当連盟としては法改正に関連す

る情報収集に努めました。

そうした中、インターネット

上のフリー百科辞典であるウィ

キペディア（Wikipedia）の税理

士のページに、税理士法制定の

経緯として、意図的に税理士資

格を公認会計士などと比較して

貶めたような根拠不明の不適切

な記述がされており、多くの

WEB サイトの税理士を説明す

るページでそのまま引用されて

いるとの情報を入手しました。

また、隣接資格業の政治団体の

広報誌においても、税理士法改

正に関連する記事において税理

士制度制定の経緯を同様の不適

切な表現で示したものが掲載さ

れていたため、その根拠を確認

するべく日税連に対し税理士法

行に向けて、法令解釈通達の策

定などを検討しているところで

あり、日税連として不明な点等

を整理すべく、関連分掌機関に

意見提出を求め、一括して国税

庁へ照会する予定であるとの情

報を得たため、当連盟としても

急ぎ対応することとしました。

当連盟は、納税者主権の適正

な手続保障規定の確立をすべき

との観点から、任意調査におい

ては例外なく事前通知を行うこ

ととすること、事前通知の際に

は調査の理由も併せ通知とする

こと、反面調査の原則禁止を明

文化すること、提示・提出・留

置きを求めることができること

とする規定を削除すること、調

査終了時に修正申告等の勧奨を

行うことができることとする規

定を削除すること等につき、本

来は法律による改正を求めるの

が基本スタンスです。しかし、一

旦は法律として成立した以上、

当面は可能な限り運用面で不明

確な部分や納税者に不利な部分

は手当てがなされるべきである

との観点から要望書を取りまと

め、国税庁、日税連に提出しまし

た。

（3）国税の不服申立手続きにつ

いて

平成 23 年度税制改正大綱に

おいて、国税の不服申立手続の

見直しについては、内閣府の行

政救済制度検討チームの方向性

を踏まえて検討を行う必要があ

るとしていることから、その動

向を注視していました。

そうした中、この検討チーム

の論点を中間的に整理した「行

政不服申立制度の改革方針に関

する論点整理（第２版）」が平成

23 年８月 12 日に公表され、こ

れに対する意見募集が内閣府に

日税連執行部との懇談における一コマ
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制定の経緯についての見解照会

を行ないました。

その後、当連盟は、シャウプ勧

告や昭和 26 年３月 31 日の衆議

院議員大蔵委員会の税理士法制

定の提案理由こそが税理士法制

定の経緯を歴史的、客観的に説

明するのに適切であるとの見解

のもと、記述の訂正を行ってお

ります。

制度についての議論は、その

制度の歴史を正確に理解した上

でされなければならず、今後も

あるべき法改正への妨げになる

ような問題については、アンテ

ナを張って対応していく必要が

あるものと考えます。

（2）隣接資格業団体による税理

士法改正案反対活動について

以前より税理士法改正に反対

する隣接資格業団体は、機関紙

等でその主張を展開するととも

に、反対意見の表明をしていま

したが、本年度は政治的な活動

を本格化してくるであろうとの

予想のもと、その情報収集に努

めてきました。

そうした中、平成 23 年８月

12 日より反対署名運動を開始

したとの情報を得たため、その

署名用紙に記載された税理士法

改正反対理由を検討し、当連盟

としての見解を取りまとめると

ともに、日税連に対し断固とし

た対応をとるよう要望書を提出

しました。

日税連は、反論等をするなど、

この問題を正面から取り上げる

ことはせず、大人としての対応

をとるとのことでありました

が、その団体の主張には、申告納

税制度や税理士制度の基本を理

解せずに、既得権益の擁護を本

旨とするものが示されており、

税理士として断じて看過するこ

とができない内容でした。そこ

で、当連盟として、この団体に対

し税理士法改正案反対活動に対

する意見書を提出することとし

ました。

今後も税理士法改正に関して

は、平成 25 年度改正に向けて関

係者等による様々な政治的動き

が活発化してくるものと思われ

ます。当連盟としてはどのよう

な状況であったとしても、青年

らしく、正論を追及し行動して

いくべきであると考えます。

４．おわりに

全国青税は全国各地域にある

９つの単位青税の集まりであ

り、実際に顔を合わせて議論す

るのが距離的に困難であるにも

かかわらず、本年度は法対策部

として７回の部会やミーティン

グを開催することができまし

た。その中で特に時間をかけて

議論した税制改正に関する要望

書については、各単位青税や諸

団体の要望書を入念に検討する

とともに、理事会においても複

数回にわたる審議を経て完成さ

せることができました。その過

程における議論の蓄積は、全国

青税としての一つの財産になっ

たのではないかと思います。

他にも環太平洋経済連携（Ｔ

ＰＰ）協定への参加問題や、社会

保障・税一体改革関連法案の動

向、マイナンバー（社会保障・税

番号制度）の導入や歳入庁の設

置問題など、税理士に関わる諸

問題は山積しており、今まで以

上に深度ある議論と積極的な活

動が重要になってくるものと思

われます。

最後になりますが、一緒にな

って法対策部を支えてくれた各

委員長、部員のみなさま、そして

理事のみなさまに対して厚く御

礼申し上げますとともに、今後

とも法対策部の活動に対してご

支援ご協力のほどよろしくお願

いします。

２年目の組織部長を拝命して

から、早いもので１年が経過し

ました。　

就任時の挨拶では、組織部の

役割として、「各単位青税の会員

増加による組織の地盤強化」と

「未加入の単位青税への働きか

組 織 部

部長　小 林 直 樹
（岐阜）
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けによる組織の拡充」の２点を

書かせて頂きました。

１点目の「各単位青税の会員

増加による組織の地盤強化」に

ついては、１月の東京理事会の

午前中に組織会議を開催させて

頂きました。各単位青税の代表

と組織担当者の方に参加して頂

き、それぞれの単位青税におけ

る組織拡大の取り組みについて

情報交換を行いました。他の単

位青税の取り組みについては参

考となる部分が多く、とても充

実した会議になったと思ってお

ります。

２点目の「未加入の単位青税

への働きかけによる組織の拡

充」については、残念ながら新た

な単位青税を増やすことはでき

ませんでした。２年間、組織部長

を務めさせて頂きましたが、全

国青税の活動を盛り上げていく

ためには、組織の拡充がどうし

ても必要だと実感しておりま

す。組織部長としては退任とな

りますが、今後は一会員として

全国青税の組織拡充に協力して

いきたいと思っております。１

年間どうもありがとうございま

した。

国 際 部

部長　水 野 　 誠
（名古屋）

経 理 部

部長　小 山 栄 一
（東京）

皆様に退任のご挨拶の原稿を

書く時期となり、いよいよ任期

が終わることを実感してきまし

た。

さて、国際部にとって最も重

要な仕事である韓国税務士考試

会との交流ですが、自由参加の

形式としては初めてとなる韓国

の地での日韓共同の勉強会開

催、そして韓国税務士考試会の

総会への参加を執り行いまし

た。特に９月のソウル勉強会で

は、100 人は越えるであろう考

試会会員の皆様の質疑にお答え

するという講師の大役を、市木

会長のお力を借りながら国際部

としてやり遂げた事が、思い出

すと今でも緊張してくるくらい

印象に残っています。また、青税

からも有志で大勢の皆様が、勉

強会を盛り上げるためにソウル

まで駆けつけていただけたこと

は感謝しても足りないくらいに

心強く感じました。

さらに、昨年末にわかに騒が

れだしたＴＰＰについても、既

に日本に先駆けてアメリカ、ヨ

ーロッパとＦＴＡを締結してい

る韓国の最新状況を聞けること

が、国際交流を長年続ける青税

の強みであり、交流の成果を発

揮できるものと実感しています。

皆様のご協力でやっと乗り越

えている状況ではありますが、

すぐに次年度勉強会が９月 15

日に大阪において予定されてい

ます。次年度の行事ではありま

すが、ぜひ多数の皆様のご参加

をお願いいたしまして、退任の

ご挨拶に代えさせていただきま

す。一年間ありがとうございま

した！

「全国青税の経理部長をやっ

てくれないか！」こんな言葉を

いただいてから早一年。

引継ぎは受けたものの、試行

錯誤手探り状態からのスタート

でした。全国青税の金庫番など

という大役を、自分は務められ

るのかと不安を抱えながらも、

事業計画案に従って会長や各部

各委員会が活動を始めて行きま

す。それらにかかった経費立替

分のご請求を頂いたら、一日も

早くお振込み手続きをするよう

努力して参りました。今回はこ

の経理部からの目線で全国青税

の活動を見ることが出来まし

た。中でも会長の多忙な働きっ

ぷりには頭が下る思いです。ま

た、事務局の人件費、運営費の管

理や会費請求、総会用の議案書

作成などと、今までに経験の無

いことを沢山する事ができたの

は、自分にとって大きな収穫と

なりました。気分は無償の顧客

が１件増えたような…そんな感

覚もありました。後はこの一年

で常務理事同士での結束が深ま

ったのも実感しております。そ

して無事にこの一年間の終わり

を迎える事が出来ましたのも、

偏にいろいろとご協力して頂き

ました会員の皆様のお蔭だと、

深く感謝しております。どうも

ありがとうございました。
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広報部長を拝命してから、あ

っと言う間に一年が経ちまし

た。年３回の広報誌「青税連」を

無事皆様の元へお届けできるよ

うにと、緊張感を持って臨んだ

一年でした。原稿執筆にご協力

いただいた皆様、ゲラチェック

にご協力いただいた部員の皆様

に、この場をお借りして厚く御

礼申し上げます。本当にありが

とうございました。

ホームページをチェックされ

ている方はお気づきかと思いま

すが、田中紀彰ホームページ運

営委員長が最新情報を素早くホ

ームページにアップして下さっ

ていました。広報誌ではできな

いタイムリーな情報提供を行っ

ていただき、大変感謝しており

ます。今後も全国青税の活動状

況を発信している広報誌とホー

ムページをより多くの方にチェ

ックしてもらえるとうれしい限

りです。一年間どうもありがと

うございました。

広 報 部

部長　泉 　 昌 宏
（埼玉）

総 務 部

部長　坂 本 和 穂
（近畿）

厚 生 部

部長　西 藤 友美子
（千葉）

総務部長を務めさせていただ

きました、近畿青税の坂本和穂

です。全国青税での要職は初め

てのことでしたので、何から何

まで分からないことだらけで、

理事や会員のみなさまに多大な

ご迷惑をおかけしたであろうこ

とをお詫び申し上げますととも

に、この１年間のご理解ご協力

に対し、この場をお借りしまし

て厚く御礼申し上げます。

青税に入会させていただいて

８年が過ぎますが、その間、近畿

青税大阪支部で総務部長、近畿

青税で総務部長、そして全国青

税でも総務部長をさせていただ

くなど、入会時には思ってもみ

ませんでした。わたしもいよい

よ総務部長職の免許皆伝、とま

ではいかなくても、これまでの

経験を活かして、これからは「趣

味は総務部長です、議案書作成

を少々嗜みます」くらいは言っ

ていきたいと思っています。

わたし自身の青税でのキャリ

アは終わりに近づいています

が、青税で活動した時間にわた

しは愛着と誇りを持っています

し、これからの若い方たちが青

税をさらに発展していただけれ

ば、これ以上の喜びはありませ

ん。今後の青税にますますの期

待を持ちつつ、退任させていた

だきます。いろいろお世話にな

りまして、ありがとうございま

した。

厚生部長をお引き受けしたも

のの、あまり理事会に参加する

ことができず、申し訳なく思っ

ております。

しかし！全青の厚生部はここ

からが本番！千葉大会を大成功

させることが最大のミッション

です。

石井実行委員長を中心に、盛

りだくさんの懇親会を企画して

おります。

ご家族連れで、震災から復興

した東京ディズニーリゾートも

見にいらっしゃいませんか？

お待ちしております。
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次の秋季シンポジウムは、新

横浜プリンスホテルで、11 月 10

日（土）に開催されます。研究部

は、神奈川青税の実行委員会を

中心に、昨年９月より、みなさま

をお迎えすべく着々と準備を進

めております。

今回の秋季シンポジウムの内

容は、有償独占無償独占につい

てを近畿青税 VS.千葉青税、年

末調整制度の是非についてを岐

阜青税 VS.埼玉青税、判例につ

いてを東京青税 VS.名古屋青税

の組み合わせでの単位青税対抗

ディベ−ト大会です。興味深い

テーマでもあり、丁々発止の論

戦が繰り広げられることと思い

ます。

みなさまのお越しをお待ちし

ております！

今回は、現執行部による１年

間のまとめのコメントを中心に

お送りしました。

広報部長を拝命してから早い

もので１年となります。今号が

私の編集する最後の広報誌とな

ります。皆様のおかげで何とか

任務を全うすることができまし

た。どうもありがとうございま

した。

それでは８月４日の千葉大会

でお会いしましょう。　　（泉）

秋季シンポジウム
平成 24 年 11 月 10 日（土）

新横浜プリンスホテル

研 究 部

部長　大 沼 はるみ
（神奈川）

千葉大会スケジュール

テーマ：『夢に向かって一緒に走ろう』
〜難病の子ども達から学んだこと〜

大野　寿子 氏 make a wish of Japan 事務局長

おおのひさこ●1994 年、メイク・ア・ウィッシュの活動に出会い、“押しか
けるようにして”メイク・ア・ウィッシュ　オブ　ジャパンに参加。以後、
スタッフの中心として活動を続け、現在は事務局長を務める。1951 年、香
川県生まれ。上智大学卒業。在学中は劇団四季付属の演劇研究所で芝居に明
け暮れる。卒業後、商社マンと結婚。87 年４人の子どもとともに海外赴任
するも、91 年に離婚をして帰国。その後すぐに友人のブティックに勤務。94
年に再婚。同年、メイク・ア・ウィッシュに出会う。

基 調 講 演

平成24年8月4日（土）シェラトン･グランデ･トーキョーベイ･ホテル

12：30                   受付開始

13：00〜14：30    第一部　基調講演

14：45〜17：15    第二部　第 45 回 定時総会

17：30〜19：30    第三部　懇親会
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